
税関HP＞EPA/原産地規則について知りたい＞初めてEPAで輸⼊＞ステップ４ 原産地基準（原産品の要件）を満た
すかを確認
https://www.customs.go.jp/roo/information/epa/epa_im.html#step4

■ 完全⽣産品
契約書、⽣産証明書、製造証明書、漁獲証明書等

■ 原産材料のみから⽣産される産品
契約書、総部品表、製造⼯程フロー図、⽣産指図書、
原材料の投⼊記録、製造原価計算書等

■ 実質的変更基準を満たす産品（品⽬別原産地規則を満たす産品）
（ａ）関税分類変更基準

総部品表、原材料⼀覧表、製造⼯程フロー図、⽣産指図書等

（ｂ）加⼯⼯程基準
契約書、製造⼯程フロー図、⽣産指図書、⽣産内容証明書等

（ｃ）付加価値基準
製造原価計算書、仕⼊書、伝票、請求書、⽀払い記録、製造⼯程フロー図等

産品が原産品であることを明らかにするために必要な書類の例


